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企業誘致助成金制度 市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため、各企業に
助成金を交付しています。

拠　　点　　地　　区　　以　　外拠　　　点　　　地　　　区区
分

市内全域（※石巻トゥモロービジネスタウンを除く）石巻トゥモロービジネスタウン地
域

製造業・情報サービス業・道路貨物運送業・倉庫業・自然科学研究所・旅館・ホテル・遊園地（テーマパー
クを除く）・博物館・美術館・動物園・植物園・水族館・自動車整備業・機械修理業・電気機械器具修理業

研究施設、事務施設、教育施設、業務支援・サービス施設など
拠点法に規定する産業業務施設、その他これに類する施設

業
種

①新設の場合　・大企業　　投下固定資産額　５億円以上
　　　　　　　　　　　　   常用従業員　　　25人以上（うち新規 10人以上）
　　　　　　　・中小企業　投下固定資産額　５千万円以上
　　　　　　　　　　　　   常用従業員　　　10人以上（うち新規５人以上）
②増設の場合　・大企業　　投下固定資産額　５億円以上
　　　　　　　　　　　　   常用従業員　　　10人以上
　　　　　　　・中小企業　投下固定資産額　２千万円以上
　　　　　　　　　　　　   常用従業員　　　５人以上
③移設の場合　・中小企業　投下固定資産額　３千万円以上
　　　　　　　　　　　　   常用従業員　　　５人以上

①新設の場合
　投下固定資産額５千万円以上

②増設の場合
　投下固定資産額２千万円以上

③移設の場合
　投下固定資産額３千万円以上

※拠点地区についての従業員数に関する条件はなし。
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企　

業

①企業立地助成金
　対象経費：投下固定資産に課せられた固定資産税　助成額：固定資産税額と同額を交付（上記※Ⅰを除き、限度額なし）　期間：５年間
②上水道料金助成金（都市計画法の「工業専用地域」内のみ対象）　対象経費：上水道料金の 30％相当額を交付（限度額 500 万円）　期間：５年間
③雇用奨励助成金（新設の場合のみ対象）※Ｈ 21.４.１から適用　対　象：常用従業員として新たに１年以上雇用した「新規雇用者」
　助成額：１人当たり20万円を交付（限度額 1,000 万円・１回限り）
④緑化推進助成金　対象経費：営業開始から５年以内に、敷地 3,000m 

2

以上の 10％以上を緑化した経費
　助成額：緑化経費の 30％相当額を交付（限度額 500 万円・１回限り）
⑤環境対策設備助成金（新設の場合のみ対象）※Ｈ 21.４.１から適用　対象経費：太陽光発電等の新エネルギー設備、公害防止およびそれに附属する設備ならびに
空気調和設備の設置に要する経費　助成額：１企業者当たり、限度額 3,000 万円を交付（１回限り）

助　
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容

※Ⅰ　資本金 300 億円を越える企業の
「増設」における助成金額は、当該
増設に係る固定資産税額の 3分の
1以内、年間5,000万円を限度額と
します。

申請時期：事業所などの業務を開始する日の 30日前まで　　問　企業立地推進課（内線 619）
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　地上デジタル放送のさらなる普及推進を図るため、総務省「宮城県テレビ受信者支援

センター（デジサポ宮城）」主催による地デジ説明会を開催します。お近くの会場に、

ご近所お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。�

　なお、会場によっては、駐車スペースが少ない施設もありますので、相乗りまたは、

お車以外でのご来場にご協力願います。�

　　　地デジコールセンター�0570-07-0101・03-4334-1111問�

石巻地区
と　　こ　　ろと　　　　き

石巻文化センター10:00～11:00

2 月 5日（金） 蛇田公民館13:00～14:00

日和山会館15:30～16:30

棚橋会館10:00～11:00

2 月 8日（月）

南境生活センター13:00～14:00

大瓜入生活センター15:30～16:30

裏沢田集会所10:00～11:00

流留集会所13:00～14:00

水沼西生活センター10:00～11:00

真野日向日影生活センター13:00～14:00

小島生活センター15:30～16:30

田代島開発総合センター13:00～14:00

2 月 9日（火）
鹿妻集会所10:00～11:00

鹿妻分館13:00～14:00

根岸会館15:30～16:30

松緑会館10:00～11:00

2月10日 （水）

湊分館13:00～14:00

総合福祉会館みなと荘15:30～16:30

住吉分館10:00～11:00

石巻市民会館13:00～14:00

水明町民会館15:30～16:30

渡波公民館13:00～14:00

2月12日 （金）

大街道会館10:00～11:00

本草園会館13:30～14:30

大街道分館15:30～16:30

市観光物産情報センター10:00～11:00

駅前新町分館13:00～14:00

駅前親交会集会所15:30～16:30

開北会館10:00～11:00

水押集会所13:00～14:00

稲井公民館15:30～16:30

釜公会堂10:00～11:00

2月15日 （月）
貞山会館15:30～16:30

向陽地区コミュニティセンター10:00～11:00

沖区会館15:30～16:30

学習等供用施設釜会館10:00～11:00

2月16日 （火） 東前沼親和会集会所13:00～14:00

石巻中央公民館15:30～16:30

谷地集会所10:00～11:00

2月17日 （水） 市総合体育館13:00～14:00

青葉会館15:30～16:30

石巻地区支所小竹浜出張所11:00～12:00

2月18日 （木）

荻浜公民館15:00～16:00

黄金浜会館10:00～11:00

ＪＡいしのまき本店13:00～14:00

祝田二区集会所15:30～16:30

牡鹿地区
と　　こ　　ろと　　　　き

網地生活センター 13:00～14:002 月 9日（火）

長渡分館13:00～14:002月16日 （火）

牡鹿公民館10:00～11:00

2月19日 （金）

小渕分館 13:00～14:00

大原生活センター 15:30～16:30

谷川分館13:00～14:00

泊地区コミュニティセンター15:30～16:30

河北地区
と　　こ　　ろと　　　　き

後谷地老人憩の家10:00～11:00

2 月 1日（月）

吉野老人憩の家13:00～14:00

飯野本地老人憩の家15:30～16:30

川の上構造改善センター10:00～11:00

河北総合支所（大会議室）13:00～14:00

中島生活センター15:30～16:30

辻堂生活センター10:00～11:00

親林交流館13:00～14:00

三輪田中老人憩の家15:30～16:30

五十五人生活センター10:00～11:002 月 2日（火）

中野林業センター10:00～11:00

2 月 3日（水）

皿貝老人憩の家13:00～14:00

馬鞍老人憩の家15:30～16:30

大森公民館10:00～11:00

大土老人憩の家13:00～14:00

東福田農事集会所15:30～16:30

釜谷交流会館13:00～14:00

2 月 4日（木）

長面老人憩の家15:30～16:30

原生活センター10:00～11:00

横川公民館13:00～14:00

林業者生活改善センター15:30～16:30

鶴家公民館15:30～16:30

雄勝地区
と　　こ　　ろと　　　　き

船越老人憩の家10:00～11:00

2 月 5日（金）

大須老人憩の家13:00～14:00

羽坂老人憩の家15:30～16:30

大浜コミュニティセンター10:00～11:00

雄勝公民館13:00～14:00

水浜漁村センター15:30～16:30

河南地区
と　　こ　　ろと　　　　き

和渕地区コミュニティセンター15:30～16:302 月 2日（火）

河南須江農村定住センター10:00～11:00
2 月 4日（木）

河南鹿又農業研修センター13:00～14:00

河南広渕農業担い手センター10:00～11:00

2月10日 （水） 河南北村農村交流センター13:00～14:00

河南老人福祉センター15:30～16:30

桃生地区
と　　こ　　ろと　　　　き

永井いきいき交流センター10:00～11:00

2 月 2日（火）

樫崎分館13:00～14:00

桃生文化交流会館15:30～16:30

神取いきいき交流センター10:00～11:00

桃生公民館文化ホール13:00～14:00

城内老人憩の家15:30～16:30

桃生町白髭神社　社務所13:00～14:00

北上地区
と　　こ　　ろと　　　　き

北上公民館11:00～12:00
2 月 3日（水）

宮城県漁協北上町十三浜支所14:30～15:30

北上保健医療センター10:00～11:002 月 4日（木）


